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(57)【要約】
【課題】　水切りを下枠に簡単にしかも安定して取付け
ることができ、躯体への雨水の浸入を確実に阻止できる
サッシの提供。
【解決手段】　下枠１と、下枠下面１ａに取付けた水切
り２とを備え、下枠１は、下面１ａより下方に垂下する
躯体固定片３と、躯体固定片から室外側に離間した位置
の下面に設けたタッピングホール４と、下面の室外側端
部に設けた被係止部５とを有し、水切り２は、室内側端
部に設けた室内側係止片６と、下枠よりも室外側まで張
出す水切り部８と、水切り部の上面に突設した室外側係
止片９とを有し、室内側係止片６を下枠のタッピングホ
ール４内に下方より係止し、室外側を持ち上げるように
回動して室外側係止片９を下枠の被係止部１８に係止し
て下枠に取付けている。
【選択図】　　　図１



(2) JP 2010-222971 A 2010.10.7

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下枠と、下枠下面に取付けた水切りとを備え、下枠は、下面より下方に垂下する躯体固
定片と、躯体固定片から室外側に離間した位置の下面に設けたタッピングホールと、下面
の室外側端部に設けた被係止部とを有し、水切りは、室内側端部に設けた室内側係止片と
、下枠よりも室外側まで張出す水切り部と、水切り部の上面に突設した室外側係止片とを
有し、室内側係止片を下枠のタッピングホール内に下方より係止し、室外側を持ち上げる
ように回動して室外側係止片を下枠の被係止部に係止して下枠に取付けていることを特徴
とするサッシ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下枠下面に水切りを取付けたサッシに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のサッシにおいては、サッシ枠から流れ落ちる汚れた雨水が外壁にかかり、外壁が
汚れるのを防止するため、下枠の下方に水切りを取付けることがある。従来の水切り９０
は、図８に示すように、下枠９１の下面９１ａと間隔を開けた状態で躯体９２の室外側面
にビス止めして取付けていたので（例えば、非特許文献１参照。）、図中に矢印９３で示
すように、強い雨風のときには雨水が水切り９０上面を伝って躯体９２まで浸入する不都
合があった。
【０００３】
　また他の従来例として、図９に示すように、下枠９１の下面９１ａに水切り９０を取付
けたものもある。この水切り９０は、中空板状の本体部９０ａと、本体部の室内側端部よ
り室内側に階段状にのびる当接部９０ｂとを有し、本体部の上面に突設した鉤形の係止片
９０ｃを下枠の室外側端部９１ｂに引っ掛け、当接部９０ｂ上面と下枠下面９１ａを両面
テープ９４で接着して取付けている。この水切り９０の取付け方は、当接部９０ｂ上面に
両面テープ９４を予め貼り付けておき、図中に仮想線で示すように水切りを傾けた状態で
係止片９０ｃを下枠の室外側端部９１ｂに引っ掛け、その係止部を支点に当接部９０ｂが
持ち上げるように水切りを回動し、両面テープ９４を下枠下面９１ａに圧着するものであ
る。この水切りは、下枠との係止部が一箇所しかないため取付状態が非常に不安定であり
、そのため両面テープ９４が剥がれて下枠下面９１ａと当接部９０ｂ上面との間に隙間が
開くおそれが高い。また、当接部９０ｂが下枠の躯体固定片９１ｃまでのびているので、
図中の矢印９３に示すように、当接部９０ｂ上面と下枠下面９１ａの隙間に雨水が浸入す
ると、雨水９４が躯体９２へと浸入するおそれがある。
【非特許文献１】三協立山アルミ株式会社発行のカタログ「和風サッシ　秀峰テラス・桧
」（カタログＮｏ．ＳＴＪ０１６９Ａ　Ｙ．０７．０１－０９０）、第１版、２００７年
１月、ｐ．１８１（水切・水切キャップ納まり参考図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は以上に述べた実情に鑑み、水切りを下枠に簡単に取付けることができると共に
、躯体への雨水の浸入を確実に阻止できるサッシの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の課題を達成するために請求項１記載の発明によるサッシは、下枠と、下枠下面に
取付けた水切りとを備え、下枠は、下面より下方に垂下する躯体固定片と、躯体固定片か
ら室外側に離間した位置の下面に設けたタッピングホールと、下面の室外側端部に設けた
被係止部とを有し、水切りは、室内側端部に設けた室内側係止片と、下枠よりも室外側ま
で張出す水切り部と、水切り部の上面に突設した室外側係止片とを有し、室内側係止片を
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下枠のタッピングホール内に下方より係止し、室外側を持ち上げるように回動して室外側
係止片を下枠の被係止部に係止して下枠に取付けていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　請求項１記載の発明によるサッシは、水切りを下枠下面に取付ける際、室内側係止片を
下枠のタッピングホール内に下方より係止し、室外側を持ち上げるように回動して室外側
係止片を下枠の被係止部に係止することで、水切りを下枠下面に簡単に取付けることがで
きる。また、下枠のタッピングホールが躯体固定片から室外側に離間した位置に設けてあ
り、水切りの室内側端部に設けた室内側係止片と躯体固定片との間に間隔があるため、万
が一下枠下面と水切りの間から雨水が浸入したとしても、躯体まで雨水が浸入することが
ない。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図３は、本発明のサッシの第１
実施形態（請求項１記載の発明の実施形態）を示す室外側正面図であり、図１は図３のＡ
－Ａ断面図、図２は図３のＢ－Ｂ断面図である。本サッシは、引違い窓の場合の実施形態
であって、図３に示すように、上枠２０と下枠１と左右の竪枠２１ａ，２１ｂを枠組みし
てサッシ枠１３が形成され、サッシ枠１３内に内障子２２ａと外障子２２ｂが上下枠２０
，１の長手方向に設けたレールに沿って左右方向に移動自在に収納してある。下枠１の下
面には水切り２が取付けてある。
【０００８】
　サッシ枠１３は、いわゆる半外付けタイプとなっており、下枠１は、図１に示すように
、下面１ａの室内側に下方に垂下した躯体固定片３を有し、躯体固定片３を躯体２３の室
外側面に当接してビス２４で固定している。下枠の下面１ａの躯体固定片３から室外側に
離間した位置には、タッピングホール４が形成してある。タッピングホール４は、下面側
がスリット状に開口している。下枠の下面１ａの室外側端部には、水切り２の室外側係止
片９が係止する被係止部５を有している。被係止部５は、縦片５ａと、縦片５ａの先端部
より室内側に突出した横片５ｂとで鉤状に形成してある。
【０００９】
　水切り２は、図１と図４に示すように、室内側端部に下枠１のタッピングホール４に係
止する室内側係止片６を有している。室内側係止片６は、縦片６ａの先端部室内側に略１
／４円弧状に曲がった突片６ｂを形成したものとなっており、突片６ｂの室内側面には突
部６ｃが設けてある。室内側係止片６の室外側には、下枠下面１ａへの当接部７を有して
いる。当接部７の上面と下枠下面１ａとの間には、防水テープ１０が設けてある。防水テ
ープ１０は、上下面に接着面を有し、下枠下面１ａと当接部７上面に接着しており、下枠
下面１ａと当接部７上面の間から雨水が浸入するのを防止している。当接部７の室外側に
は、下向きに傾斜して室外側に張出した水切り部８を有している。水切り部８は、図２に
示すように、下枠１よりも室外側まで張出すと共に、左右の竪枠２１ａ，２１ｂよりも側
方に張出している。また水切り部８は、当接部７より一段低くなっている。水切り部８の
上面には、図１と図４に示すように、下枠１の被係止部５に係止する室外側係止片９を有
している。室外側係止片９は、縦片９ａの先端部室外側にＬ形の突片９ｂを形成したもの
となっており、突片９ｂが下枠１の被係止部５の室内側に係止している。突片９ｂは、先
端部の室外側を斜めに面取りしてある。
【００１０】
　水切り２の左右両端部は、図２と図５に示すように、竪枠２１ａ，２１ｂとの干渉を避
けるために、室内側係止片６と当接部７と室外側係止片９とが切り欠かれている。水切り
２の左右両端部には、キャップ２５がネジ２６で取付けてある。図６は、本サッシの下側
のコーナー部を示しており、図中に仮想線２７で囲ったサッシ枠１３コーナー部と水切り
２の間の隙間はシール材でシールされる。また図１に示すように、水切り２の下面と外壁
２８との間の隙間は、シール材２９によりシールしている。
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【００１１】
　次に、水切り２の下枠１への取付け方を説明する。水切り２は、図５に示すように、当
接部７に長手方向の全長に亘って防水テープ１０を予め貼り付けておき、取付け時に防水
テープ１０上面の剥離紙を剥がして接着面を露出させる。その後、図７に示すように、水
切り２を室内側部分が高くなるように傾けた状態で、室内側係止片６を下枠１のタッピン
グホール４内に下方より差し込んで係止させる。その後、その係止部を支点にして室外側
部分を持ち上げるように水切り２を回動させると、室外側係止片９が下枠１の被係止部５
の室内側に弾発的に係止し、同時に防水テープ１０が下枠下面１ａに接着する。
　水切り２は、このようにして下枠１に簡単に取付けできる。しかも水切り２は、室内側
係止片６と室外側係止片９の二箇所が下枠１のタッピングホール４と被係止部５とに室内
外方向に突っ張るように係止しており、尚且つ当接部７が下枠下面１ａに防水テープ１０
を介して接着されるため、安定して下枠１に取付けできる。さらに室内側係止片６は、図
４に示すように、突片６ｂの先端部６ｄと突部６ｃと根元部６ｅの３点でタッピングホー
ル４内を室内外方向に押し広げるように圧接して、タッピングホール４内で突っ張るよう
な形で嵌合し、これにより水切り２の取付けの安定性がより一層高められる。
【００１２】
　本サッシは、上述のように下枠下面１ａに水切り２が取付けてあるため、サッシ枠１３
から流れ落ちる雨水は水切り２上面を伝って外壁２８から室外側に離れたところに落ちる
ので、外壁２８にサッシ枠１３からの汚れた雨水がかかるのを防ぎ、外壁２８が汚れるの
を防止できる。また、図１中に矢印３０ａで示すように、下枠下面１ａと水切り２上面と
の間から浸入しようとする雨水は、防水テープ１０により室内側への浸入が阻止される。
万が一、防水テープ１０を超えて雨水が浸入した場合でも、水切り２の室内側端部（室内
側係止片６）と下枠１の躯体固定片３との間に間隔Ｓを設けてあるので、雨水は図中の矢
印３０ｂで示すように躯体固定片３の手前で落下し、躯体２３まで雨水が浸入することが
ない。
【００１３】
　本発明は以上に述べた実施形態に限定されない。水切りの室外側係止片、室内側係止片
や、これらが係止する下枠の被係止部の形状は、適宜変更することができる。水切りは、
サッシ枠を躯体開口部に取付けた後に下枠に取付けてもよいが、サッシ枠を躯体開口部に
取付ける前に下枠に予め取付けておくこともできる。防水テープは、水切りの当接部上面
に予め貼り付けておくのではなく、下枠下面に予め貼り付けておくこともできる。窓の種
類は、引違い窓やたてすべり出し窓に限らず、あらゆる種類の窓に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図３のＡ－Ａ断面図である。
【図２】図３のＢ－Ｂ断面図である。
【図３】本発明のサッシの第１実施形態（引違い窓）を示す室外側正面図である。
【図４】第１実施形態のサッシの水切りの取付部分を拡大して示す縦断面図である。
【図５】水切りの斜視図である。
【図６】サッシ下側のコーナー部を室外側から見た斜視図である。
【図７】第１実施形態の水切りの下枠への取付時の状態を示す縦断面図である。
【図８】従来の水切りの取付状態を示す縦断面図である。
【図９】従来の水切りの他の例を示す縦断面図である。
【符号の説明】
【００１５】
　１　下枠
　１ａ　下枠下面
　２　水切り
　３　躯体固定片
　４　タッピングホール
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　５　被係止部
　６　室内側係止片
　７　当接部
　８　水切り部
　９　室外側係止片
　１０　防水テープ
　１３　サッシ枠

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

